
職長・安全衛生
責任者教育責任者教育
職長・安全衛生

労働安全衛生法第 60 条の規定による

「職長・安全衛生責任者教育」は

事業者に実施義務がある法定教育です

労働安全衛生法第 60 条で規定された法定教育の一つで、事業

者に実施義務があります。労働安全衛生法施行令第 19 条規定

の対象業種は、製造、建設、電気、機械整備業などです。中でも

建設業は、労働安全衛生法第 16 条に、安全衛生責任者を選任

することが定められており、「安全衛生責任者教育」を含む、

14 時間のカリキュラム「職長・安全衛生責任者教育」の受講が

必要です。現場責任者として元請事業者との円滑な連絡調整

など、職長としての職務に加え、安全衛生責任者として、現場の

安全管理体制保持に必要な知識を習得します。

職長教育とは

■職長･安全衛生責任者教育カリキュラム

労働安全衛生規則により科目と時間が定められています。

標準モデル（例）２日間合計１４時間

17:00 終了

17:00 閉講

２日目

１日目

「作業中の労働者を直接指導、または監督する者」（労働安全

衛生法第 60 条）のことで、現場で作業員に直接、指揮・命令を

し、現場の最前線で安全衛生管理を担う人物の総称です。

職長とは

安全衛生に関する正しい知識が、労災事故を未然に
防ぎます。また、事業者に実施義務が定められた法定
教育は、事業者の社会的責任、コンプライアンス遵守
の観点からも必要です。

第４章 職長・安全衛生責任者が行う安全施工サイクル

第５章 関心の保持と創意工夫を引き出す方法

9:00

第６章 異常時、災害発生時における措置

第３章 の続き

（休憩、昼食時間を含む）

8:45 開講・オリエンテーション

職長・安全衛生責任者教育を始めるにあたって

第１章 職長・安全衛生責任者の役割

第２章 作業員に対する指導及び教育の方法

第３章 危険性又は有害性の調査等と低減措置等

（休憩、昼食時間を含む）

受講者が２０名様以上であれば、ご指定の場所まで講師が出張し、講習を行います。
講師料、日程につきましては、当社にご相談ください。講習修了後に修了証をお渡しします。
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